
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 水田台帳ファイル 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

産業経済部農林課 

個人情報ファイルの利用目的 農業者台帳や筆台帳を整備し、水田等の利用状況を把握

し、米の生産調整事務及び経営所得安定対策等交付金の

事務処理を行うため使用する。 

記録項目 【農業者台帳】 

農業者氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、FAX 番

号、メールアドレス、共済組合等コード、共済組合員コ

ード、共済加入状況、認定状況、経営所得安定対策等申

請状況、交付申請書提出状況、金融機関コード、金融機

関支店番号、金融機関口座番号、金融機関口座名義、生

産数量目標面積換算値、新規需要米等出荷数量、新規需

要米等生産面積、水田面積、水稲作付面積、主食用水稲

作付面積、作物の販売の有無、共済への加入の有無、備

考 

【筆台帳】 

地区コード、集落コード、農業者番号、耕地番号、分筆

番号、作期、地目区分、農業者名、地名地番、本地面

積、共済引受面積、作付面積、交付対象区分、作物名、

自家消費該当、地権者コード、新規開田年月、水稲品種

コード、備考 

記録範囲 ・「営農計画書及び水稲生産実施計画書」を提出した者 

・「経営所得安定対策等交付金申請書」を提出した者 

記録情報の収集方法 経営所得安定対策等交付金の申請、その基礎資料となる

営農計画書及び水稲生産実施計画書の提出及び現地調査 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産省 

開示請求等を受理する組織の （名称）東御市産業経済部農林課 
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名称及び所在地 （所在地）〒389-0592 長野県東御市県 281 番地２ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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